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軍
需
工
業
に
封
ず
る
園
家
統
制
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軍
需
工
業
に
封
す
る
岡
家
統
制
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市
河
川

序

言比

今
日
で
は
、
最
早
誰
で
も
、
現
代
戦
争
は
園
家
椋
力
戦
又
は

会
障
戦
争
(
ロ
2
0
5
E万
百
古
田
)
だ
、
と
い
っ
て
ゐ
る
。
一
止
に

そ
の
泡
り
で
、
そ
れ
は
交
戦
闘
を
し
て
必
至
的
に
各
K

其
の
図

家
内
容
の
諸
力
諸
要
素
の
一
切
を
拳
げ
て
、
こ
れ
を
園
防
目
的
.

勝
利
の
達
成
の
震
に
、
統
一
的
、
計
劃
的
に
活
用
す
る
の
努
力

を
避
け
難
か
ら
し
め
る
、
(
岡
家
総
動
員
法
第
一
保
参
照
)
。
抑
と
司

此
の
園
家
線
力
の
動
員
に
於
て
は
、
大
規
模
の
園
民
批
丁
教
を

兵
員
と
し
て
徴
集
す
る
こ
と
、
並
ぴ
に
圏
内
経
済
力
の
大
部
分

を
闇
家
意
士
山
の
作
用
に
よ
っ
て
直
接
乃
至
間
接
の
軍
需
要
口
問
調

達
機
蘭
た
る
職
能
の
方
向
に
合
理
的
に
編
成
づ
け
る
こ
と
が

第
四
十
七
巻

五
八

一

第
囚
鋭

大
限
目
と
し
て
共
の
根
祇
を
形
成
す
る
。
と
こ
ろ
で
、
右
の

大
動
員
の
資
行
は
、
勿
論
平
常
時
的
図
民
生
活
償
制
に
比
較
し

て
の
一
大
異
質
的
現
象
惹
起
を
意
味
す
る
か
ら
、
国
家
意
志
的

作
用
の
対
象
を
単
に
以
上
の
二
黙
に
限
定
し
℃
置
く
な
ら
ば

勢
判
ど
牽
い
て
は
同
家
の
経
桝
、
枇
命
日
共
の
他
各
方
師
に
種
々
の

陛
湾
、
や
矛
盾
を
技
生
せ
し
め
て
、
肝
W
R

の
統
制
限
目
に
制
す
る

障
碍
を
う
く
り
困
防
目
的
の
法
成
治
水
を
妨
げ
る
結
附
引
を
招
〈

虞
れ
が
あ
る
。

そ
こ
で
、
共
の
障
碍
ど
除
き
ST
ろ
積
極
的
に
闘

力
一
切
を
園
防
目
的
に
貢
献
さ
せ
る
矯
に
、
限
目
的
統
制
を
中

心
に
、
そ
れ
と
閥
聯
し
そ
れ
を
繰
っ
て
、
経
済
一
般
、
思
想
的

関
聯
、
教
育
乃
至
言
論
機
関
位
一
一
d
A

閣
内
慨
制
の
各
般
方
面
に
針

す
る
園
家
的
規
律
を
強
制
す
る
必
要
が
起
る
。

と
誌
に
、
国
家

憾
動
員
態
勢
の
成
立
を
見
る
に
至
る
。

兵
員
構
成
の
潟
の
枇
丁
徴
集
は
本
丈
に
於
て
縄
れ
る
べ
き
範

圏
内
の
事
柄
で
は
友
い
。
と
L

で
は
た
だ
、
圏
内
線
生
産
力
の

軍
需
機
関
化
編
成
と
い
ふ
事
柄
に
現
代
戦
争
の
一
大
特
質
が
繋

っ
て
存
す
る
と
い
ふ
離
を
重
親
し
た
け
れ
ば
左
ら
む
。
戦
線
へ

の
軍
用
資
財
の
大
量
供
給
が
戦
争
の
遂
行
乃
至
戦
争
賞
事
国
に



と
り
で
の
重
大
問
題
に
友
っ
て
来
た
の
は
、

ナ
ポ
レ
オ
ン
戦
争

以
来
十
九
世
紀
中
及
び
今
世
紀
初
頭
迄
の
近
代
戦
争
一
般
に
亙

る
共
通
的
特
性
だ
と
い
へ
る
。
ピ
が
、
近
代
戦
争
の
持
つ
右
の

特
質
は
欧
洲
大
戦
以
来
に
於
て
念
激
な
飛
躍
的
護
展
を
遂
げ
た

の
で
あ
る
。
蓋
し
、
欧
洲
大
戦
中
に
軍
事
戦
闘
の
技
術
的
手
段

に
関
し
て
頴
著
な
る
獲
革
が
起
っ
た
事
、
そ
れ
に
伴
っ
て
戦
線

の
岡
崎
犬
化
参
戦
兵
員
数
の
大
規
模
化
が
必
至
化
し
た
事
、

夏
に

一
般
忙
種
々
松
る
契
機
が
原
岡
忙
放
っ
て
戦
争
が
際
限
も
な
ぐ

長
期
化
す
る
傾
向
を
持
つ
に
去
っ
た
事
等
の
諸
事
情
が
相
重
つ

て
、
銃
後
に
於
け
る
軍
需
品
供
給
力
の
潤
湾
強
大
と
闘
民
生
活

必
需
品
の
調
達
確
保
と
を
し
て
、
戦
争
勝
敗
の
決
定
に
つ
き
、

戟
揚
に
於
け
る
用
兵
作
戦
の
巧
出
、
軍
隊
の
規
模
及
び
訓
練
に

も
劣
ら
ぬ
程
の
重
大
意
義
を
有
ず
る
も
の
た
ら
し
め
る
に
至
つ

た
の
で
あ
る
。

現
代
戦
争
の
勝
敗
が
宇
ば
は
そ
れ
に
依
存
し
て
決
定
さ
れ
る

程
の
重
要
性
を
持
つ
に
至
っ
た
と
こ
る
の
、
強
大
た
軍
用
資
財

の
需
要
は
、
到
底
た
U
平
時
に
於
け
る
軍
備
的
貯
蔵
の
蓄
積
の

み
で
と
れ
を
賄
び
得
ぺ
き
と
と
ろ
で
は
た
い
。
友
ぜ
な
ら
、
さ

軍
需
工
業
に
罰
す
る
園
家
統
制

う
す
る
こ
と
は
一
つ
に
は
平
時
の
財
政
負
捨
力
に
於
け
る
限
旧
作

と
矛
盾
す
る
し
、
更
に
そ
れ
の
み
で
友
く
、
貯
蔵
的
準
備
に
の

み
積
め
ば
戦
闘
の
震
の
技
術
的
手
段
の
高
速
度
的
進
歩
、
療
化

に
遁
賎
し
て
行
く
こ
と
が
出
来
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
‘
戦
争
賞
事
国
と
し
て
は
勢
ひ
戦
争
進
行
中
に
閥
民

経
済
力
を
綿
動
員
し
で
、
無
限
に
増
大
し
縦
縞
し
て
行
く
大
規

模
の
軍
需
を
充
足
し
そ
れ
に
劃
し
て
供
給
を
行
っ
て
ゆ
く
の
除

ミミ

Z
F
F
-
-
h
h
》
。

惇
古
斗
ど
こ
与
と
h
い

F
g
Y九

〆

込

J

f
L
ふ
μ
T
L

戦
時
綾
念
に
際
し

、
丘
団
品
戸
、

2
一一

E
K
E

経
済
主
し
亡
溺
防
上
陀
於
け
る
刻
。
如
き
京
大
号
機
能
に
棋
え

L

め
る
と
い
ふ
と
と
は
、
如
何
に
図
楼
の
力
を
以
て
し
で
も
既
に

一
旦
戟
争
開
始
の
幕
が
切
ら
れ
た
後
に
一
選
h

然
と
し
て
そ
れ
に

封
す
る
方
策
に
著
手
し
た
の
で
は
決
し
て
克
分
に
そ
の
日
的
を

達
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
蓋
し
、
戦
時
の
綿
動
員

態
勢
に
於
け
る
国
民
経
済
機
構
と
今
日
迄
の
自
由
主
義
的
平
時

園
民
経
済
機
構
と
の
間
に
は
重
大
な
る
差
異
が
あ
る
か
ら
、
有

事
に
際
し
一
拳
に
し
て
岡
氏
経
済
の
担
制
を
有
数
な
る
図
防
的

動
員
閣
制
に
編
成
替
す
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
蓋
し
そ
と
に
非
常

左
る
無
理
を
作
ひ
、
叉
或
は
そ
れ
は
不
可
能
事
に
も
近
い
。
そ

第
四
十
七
巻

五
丹、

第
四
漉



軍
需
工
業
に
封
ナ
る
園
家
統
制

こ
で
、
既
に
平
時
に
於
て
図
民
経
済
閣
制
に
封
ず
る
戦
時
綿
動

員
目
的
の
鋳
の
充
分
注
る
準
備
的
統
制
が
完
了
し
て
ゐ
友
け
れ

ば
左
ら
ぬ
の
で
る
る
。

と
h
a

に
、
現
代
岡
氏
経
済
政
策
に
負
は

さ
れ
た
る
重
要
な
一
任
務
が
あ
る
。

然
る
に
、
敵
洲
大
戦
開
始
前
に
は
、
交
戦
各
国
の
勃
れ
に
於

f
」
句
弘
明
、

吾
子
つ
草
川
J
」

K
F
F
一公
ρ
亡
土
、

二
ノ

-
6
1
-
f
'
L
f
t
J
i

関
防
し
ら
同
氏
経
済

ぴ
平
時
に
於
け
る
戦
時
動
員
緯
制
的
準
備
工
作
の
矯
の
統
制
の

必
要
と
い
ふ
、
前
湛
せ
る
鮪
に
つ
い
て
の
園
民
一
般
の
認
識
が

極
め
て
不
充
分
で
あ
っ
た

d

軍
事
は
軍
事
専
門
家
の
責
任
範
開

内
の
み
の
事
柄
で
あ
り
、
又
経
済
は
そ
れ
白
健
の
法
則
を
持
つ

白
立
的
有
機
鴇
で
あ
る
か
ら
目
的
の
何
た
る
か
に
よ
ら
や
外
部

か
ら
の
模
力
的
統
制
は
そ
れ
に
謝
し
て
障
碍
的
影
響
を
興
へ
る

害
悪
と
し
て
極
力
排
除
さ
れ
な
け
れ
ば
友
ら
ぬ
、
と
い
ふ
見
解

が
庚
く
横
行
し
て
、
各
園
民
経
済
の
寅
際
は
戦
時
動
員
鰐
制
ヘ

の
準
備
的
統
制
の
要
求
に
遠
ざ
か
る
こ
と
著
し
き
も
の
が
あ
っ

た
の
で
あ
る
。

交
戦
開
始
後
間
も
友
く
、
聯
合
同
側
も
ま
た
同
盟
園
側
も
皆

そ
れ

λ
¥の
具
櫨
的
事
情
を
契
機
に
し
て
、
前
述
の
如
き
一
般

第
四
十
七
巻

五
八
四

第
四
銃

四

認
識
の
過
誤
を
痛
烈
に
莞
知
せ
し
め
ら
れ
や
に
ゐ
た
か
っ
た
。

そ
こ
で
、
戦
後
は
一
方
に
図
際
聯
盟
の
如
き
所
謂
平
和
促
進
機

闘
が
支
持
さ
れ
左
が
ら
も
、
而
も
他
方
諸
闘
に
て
、
戦
争
と
経

済
全
般
と
の
聞
の
密
接
在
る
関
聯
へ
の
正
し
き
認
識
が
年
を
迫

う
て
益
々
強
化
し
禁
法
し
て
来
た
っ
殊
に
最
近
で
は
日
・
相
側

:良

英
・
米
・
仰
・
千
エ
コ
ス
ロ
ヴ
ヤ
キ
ヤ
等
諸
資
本
主
義
州
開
制
閣
に

て
も
、
有
事
の
日
に
於
け
る
図
民
経
済
総
動
員
櫨
制
の
鋳
に
す

る
準
備
的
統
制
工
作
が
そ
れ
ん
¥
の
形
態
を
以
て
著
し
〈
整
備

さ
れ
て
来
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
蘇
聯
闘
の
経
情
統
制
が
図
防
強

化
を
章
一
大
左
中
心
目
標
と
し
て
日
既
に
久
し
き
こ
と
は
、
ア
}
h
る

に
夏
め
て
い
ふ
を
侠
た
友
い

軍
需
工
業
に
劃
ナ
る
国
家
統
制
の

機
能
的
類
別

軍
需
工
業
へ
の
岡
家
統
制
は
戦
争
手
段
の
一
翼
と
し
て
把
握

さ
れ
た
る
全
園
民
経
慎
へ
の
合
理
的
同
家
統
制
の
一
部
を
成
す

と
と
い
ふ
ま
で
も
友
い
。

何
が
軍
需
工
業
で
あ
る
か
、
そ
こ
托
は
何
等
か
具
購
的
に



定
の
生
産
部
門
を
限
つ
で
そ
れ
を
特
に
軍
需
工
業
と
規
定
す
る

事
を
得
せ
し
め
る
如
き
一
般
的
論
理
的
茶
礎
が
あ
る
議
で
は
友

ぃ
。
今
日
一
軍
隊
の
完
全
怠
る
装
備
に
要
す
る
物
資
の
種
類
は

教
高
件
に
も
達
す
る
と
い
は
れ
、
旦
又
既
に
綿
動
員
閤
内
に
属

す
る
銃
後
国
民
生
活
の
安
定
確
保
の
岱
の
必
詩
的
工
業
口
問
穫
も

多
数
で
あ
る
か
ら

成
く
と
れ
ば
或
は
直
接
間
接
に
殆
ん
ど
綿

て
の
工
業
部
門
が
軍
需
品
工
業
に
旧
制
す
る
と
も
い
は
れ
得
や

戸、ノ。吉

c
、

4
7
!
 
今
日
の
資
際
と
し
て
は
、

諸
閣
の
政
府
又
は
軍
政

川
品
問
が
そ
れ
ん
¥
の
閣
の
軍
事
及
び
経
仲
上
の
特
殊
事
情
か
ら

判
断
し
て
、

一
定
範
園
の
工
業
部
門
を
限
却
し
そ
れ
を
特
別
友

る
軍
事
重
要
工
業
と
し
て
把
握
し
て
、
経
消
に
封
ず
る
園
榛
的

統
制
刷
版
制
上
こ
れ
に
格
別
の
取
扱
を
す
る
と
い
ふ
と
と
が
庚
く

行
は
れ
て
ゐ
る
。

そ
れ
に
関
聯
し
、
た
と
へ
ば
チ
エ
コ
ス
ロ
ヴ
ヤ
キ
ヤ
閣
に
現

行
の
、
岡
家
防
衛
に
闘
す
る
法
律

d
z
c
g
o
z
z
r
o「
《

to

2
2
0
5宮
ロ
拘
戸
一

2
m
Z
E
L∞-
F
H
甲
山
岳
)
は
「
国
家
防
衛
上
重

要
た
る
企
業
」
(
ヨ
ニ
5
g
E
Z
4
2宣
告
四
国
兵
三
門
豆
沼
恒
ヨ
雪
a

30rsg)
な
る
概
念
を
用
ゐ
て
ゐ
る
。
又
我
図
陀
就
い
て
は
、

軍
需
工
業
に
謝
ナ
る
園
家
統
制

圃
家
機
動
員
法
第
二
像
、
第
三
傑
、
臨
時
資
金
調
整
法
施
行
令

第
九
燥
、
向
上
附
属
の
事
業
資
金
調
整
標
準
規
定
及
び
嘗
て
の

軍
需
工
業
動
員
法
ゃ
、
友
ら
び
に
各
種
の
特
殊
事
業
合
枇
法
等

一
定
の
工
業
部
門
は
そ
れ
が
戦
時
経
済
上
特
別
重
大

に
於
て
、

の
意
義
を
有
す
る
が
般
に
俗
刊
な
る
統
制
対
象
と
せ
ら
れ
る
も

の
友
る
こ
と
が
推
知
さ
れ
得
べ
き
欣
態
に
た
か
れ
て
ゐ
る
。

軍
需
工
業
部
門
中
の
一
部
事
業
は
今
日
諸
国
普
通
に
見
ら
れ

る
や
う
に
岡
替
作
業
所
に
て
執
行
さ
れ
て
ゐ
る
。

し
か
し
、
尼

大
な
る
規
模
、
純
閣
の
軍
需
な
充
足
す
る
の
に
は
、
到
底
モ
れ

だ
け
で
は
間
に
合
は
ね
か
ら
、
更
に
民
管
事
業
の
供
給
に
侠
た

ね
ば
な
ら
ぬ
と
こ
ろ
が
極
め
て
大
き
い
。
我
国
の
現
下
時
局
に

於
け
る
賓
欣
の
如
き
殊
に
然
り
で
あ
る
。

か
く
て
、

一
般
に
、

国
防
と
民
間
軍
需
工
業
と
の
関
係
、
前
者
の
後
者
に
依
存
す
る

関
係
は
甚
だ
こ
れ
を
重
大
硯
せ
ね
ば
左
ら
ぬ
も
の
を
持
っ
て
ゐ

る
。
乙
L
に
、
軍
需
工
業
に
封
ず
る
所
謂
園
家
統
制
が
必
至
不

可
避
た
る
に
至
る
根
擦
を
見
る
。

一
般
に
閤
民
経
済
へ
の
凶
防
的
統
制
が
究
極
の
目
標
と
す
る

と
こ
る
は
‘
突
の
二
黙
に
蹄
著
ず
る
と
い
へ
ゃ
う
。
即
ち
一
は
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軍
需
工
業
に
謝
す
る
岡
家
統
制

直
接
の
軍
需
口
聞
及
び
銃
後
の
図
民
生
活
必
需
品
の
供
給
及
び
運

搬
の
隊
保
で
あ
り
、
二
は
右
の
目
標
治
水
に
件
ふ
経
済
的
諸
矛

盾
の
克
服
で
あ
る
。
寧
需
工
業
へ
の
国
家
統
制
も
ま
た
父
右
の

如
き
経
済
統
制
の
一
ー
契
機
な
の
だ
が
、
相
具
鵠
的
に
は
そ
れ
は

そ
れ
と
し
て
の
各
種
機
能
的
側
聞
を
具
備
し
て
ゐ
る
。

し
、，~~，...

整 pJ
E早!官E
し白り
て制
見知
ゃに
う j~L

と ßJ~I
思し
点、て

æ~ そ
しれ
も ir

J1. 
重軽 F 
げの
ら .t(日

れ〈
るに

と主買
と日rJ

ろ
の
各
種
の
統
制
が
現
に
諸
固
で
賞
際
に
行
は
れ
て
ゐ
る
と
い

ふ
意
味
を
以
て
で
は
な
く
・
た
Y
少
〈
と
も
か
a
h

る
種
類
の
機

能
的
側
面
に
於
け
る
統
制
の
必
要
が
準
戦
時
乃
至
戦
時
鰭
制
下

に
於
て
考
へ
得
ら
れ
る
と
い
ふ
に
止
ま
る
。

第
一
に
は
、
促
進
的
統
制
の
方
面
を
指
摘
し
・
な
け
れ
ば
た
ら

ぬ
。
促
進
的
統
制
と
は
、
圏
内
に
於
け
る
軍
需
工
業
の
急
速
た

る
生
産
力
横
充
を
企
求
ナ
Z
震
に
、
園
民
経
済
内
に
は
た
ら
く

経
済
的
自
然
法
則
の
作
用
に
の
み
依
頼
し
き
っ
て
ゐ
る
こ
と
が

出
来
十
し
て
、
右
の
目
的
の
達
成
に
向
ひ
圏
内
諾
力
を
有
数
に

利
用
せ
ん
と
し
、
そ
れ
を
追
求
し
て
園
家
意
志
が
積
極
的
計
劃

的
に
褒
動
す
る
こ
と
を
い
ふ
に
他
な
ら
な
い
。

務
四
十
七
巻

主
八
六

第
四
就

一=一六

と
こ
ろ
で
、
凡
で
の
生
産
は
経
皆
を
基
礎
に
し
て
行
は
れ
る

の
で
あ
り
、
而
も
現
代
の
経
営
は
資
本
、
物
財
、
第
働
の
三
大

要
素
よ
り
構
成
さ
れ
る
。
そ
れ
故
、
凡
て
の
生
産
撰
充
は
結
局

経
営
の
掠
充
強
化
.

ひ
い
て
は
資
本
、
物
財
、
拶
働
の
供
給
及

び
結
合
の
撹
充
強
化
に
腕
著
し
又
そ
れ
を
前
提
止
す
る
の
で
あ

る
。
か
く
て
、
軍
需
工
業
に
羽
「
る
凶
家
の
促
進
的
統
制
は
旧
市

寛
民
間
事
業
と
し
て
の
軍
需
部
門
的
工
業
経
替
の
設
立
、
横
張

研
究
に
針
し
て
、

必
要
な
る
資
本
弁
働
原
料
機
械
諾
資
財
技
術

が
特
別
に
豊
富
潤
津
に
供
給
せ
ら
れ
得
る
や
う
に
、
共
の
方
向

に
向
っ
て
園
家
権
力
が
積
極
的
に
助
成
的
所
動
を
替
む
乙
と
を

意
味
す
る
の
で
あ
る
。

右
の
促
進
的
統
制
に
も
直
接
的
統
制
と
間
接
的
統
制
と
の
匝

別
を
立
て
た
け
れ
ば
な
ら
ね
。
直
接
的
統
制
と
は
箇
k

の
特
定

経
営
に
謝
し
て
園
家
樺
力
が
直
接
に
特
別
の
促
進
助
力
を
興
ヘ

る
作
用
を
友
す
こ
と
で
あ
り
、
間
接
的
統
制
と
は
闘
民
経
済
関

係
上
何
等
か
の
部
面
に
封
し
て
加
へ
ら
れ
る
園
家
の
計
劃
的
作

用
が
、
そ
れ
の
間
接
的
影
響
と
し
て
、

必
然
的
に
軍
需
部
門
工

業
粧
品
百
の
生
産
力
の
績
充
に
助
力
を
輿
へ
る
結
凹
却
を
粛
す
に
至



る
現
象
の
こ
と
で
あ
る
。
屡
々
貿
易
統
制
、
非
軍
需
産
業
へ
の

na艮
勺
涜

1
、

R
H
F
V
白
秋
割
引

S
R

一
般
消
費
統
制
、
教
育
統
制
等
々
の
形
態
に
於

て
そ
れ
が
現
は
れ
る
の
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
。

以
上
に
象
げ
た
軍
需
工
業
へ
の
促
進
的
統
制
に
封
ず
る
法
規

的
基
礎
と
し
て
は
、
我
闘
で
は
既
に
、
国
家
鳩
動
員
法
・
臨
時

資
合
調
整
法
・
貿
易
及
び
偽
替
の
管
理
に
闘
す
る
法
律
・
各
種

の
特
殊
事
業
曾
枇
法
等
を
始
め
北
ハ
の
他
多
く
の
法
規
に
こ
れ
が

根
本
的
規
定
の
現
は
れ
て
ゐ
る
の
を
見
得
ら
れ
る

d

3
こ
〉
広
一
辰
巳
佐
々
町
品
工
J

戸、土

ゐ

A
M
-
-
d
v
t
z
信
一

r

F

N

一
」
土
小

n
n
lど
1

1

1

h

同
H
U
内
究
開
門
ノ
右
目
的
b
t
一

:
p
f
f川
町
，

b

;

l

指
摘
し
友
け
れ
ば
な
ら
ね
。

こ
れ
は
直
接
に
は
軍
需
工
業
の
生

産
損
充
に
謝
す
る
積
極
的
促
進
を
目
的
と
す
る
の
で
友
〈
、
民

間
軍
需
工
業
的
事
業

κ於
け
る
白
出
怠
る
活
動
か
ら
岡
家
の
公

益
に
封
し
て
惹
起
せ
ら
れ
る
こ
と
あ
る
ぺ
き
諸
弊
害
を
除
去
強

た
と
へ
箇
々
の
軍
需
企
業
の
利
盆
を
若
干
妨
げ

防
ず
る
震
に
、

で
も
な
ほ
軍
需
工
業
に
剥
し
て
何
等
か
の
制
限
を
加
へ
る
図
家

荷
動
の
と
と
で
あ
る
。
こ
れ
を
次
項
に
於
て
別
に
考
察
し
ゃ
う
。

軍
需
工
業
に
劃
す
る
制
限
的
統
制

軍
需
工
業
に
劃
す
る
園
家
統
制

制
限
的
統
制
に
も
直
接
的
統
制
と
間
接
的
統
制
と
が
あ
る
。

間
接
的
制
限
統
制
と
は
、
街
々
の
特
定
企
業
以
外
の
範
閣
に
向

っ
て
加
へ
ら
れ
る
統
制
が
、
必
然
的
に
鵜
て
は
、
軍
需
工
業
活

動
に
封
し
て
束
縛
的
作
用
を
波
及
す
る
に
至
る
べ
き
こ
ん
」
を
晴
嵐

期
さ
れ
て
ゐ
る
と
と
ろ
の
国
家
的
活
動
で
あ
る
。
た
と
へ
ぽ

軍
需
的
製
造
品
中
一
定
種
類
の
も
の
、
掛
外
輸
出
又
は
圏
内
消

費
の
禁
止
或
は
制
限
乃
奈
は
慎
格
公
定
制
の
如
き
は
そ
れ
に
底

し
て
ゐ
る
。
若
し
、

と
れ
ら
の
統
制
的
廃
置
は
間
接
的
結
果
と

し
て
必
然
的
に
軍
需
工
業
の
也
市
川

J

出
勤
を
制
限
す
る
に
五

5
dへ

き
だ
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
制
限
的
統
制
の
中
で
は
直
接
的
統
制
が
一
一
居
重
要

で
あ
る
。

こ
れ
は
街
々
の
特
定
軍
需
工
業
的
事
業
を
直
接
の
封

象
に
し
て
費
動
ず
る
と
る
の
制
限
的
園
家
活
動
で
あ
り
、
共
の

統
制
の
究
極
的
目
標
を
基
準
に
す
れ
ば
、
安
の
如
く
に
そ
れ
を

類
別
し
得
べ
き
も
の
で
る
る
。

一
政
治
的
統
制
。
こ
れ
は
筒
々
の
軍
需
的
事
業
へ
の
姿
本
参

加
又
は
努
働
参
加
を
根
擦
に
し
て
何
等
か
軍
需
工
業
関
係
を
緯

つ
て
の
反
圏
家
的
行
震
の
企
て
ら
れ
る
危
陰
を
防
衛
す
る
目
的
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軍
需
工
業
に
封
す
る
岡
家
統
制

を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
閲
し
て
は
、
た
と
へ
ば
軍
-
需
的

事
業
へ
の
外
岡
資
本
参
加
の
問
題
を
繰
る
、
制
限
又
は
紫
止
を

意
味
す
る
統
制
が
可
能
で
あ
る
。
此
の
種
統
制
に
於
て
は
、
同

盟
副
資
本
と
繭
徐
の
沼
崎
の
資
本
と
に
争
在
日
待
遇
を
輿
へ
る
の

と
問
者
配
阿
一
脱
す
る
の
と
の
こ
株
式
が
有
り
得
芯
。
技
凶
に

於
け
る
自
動
車
製
也
事
業
法
・
日
木
製
釧
株
式
合
枇
法
・
人
治

石
油
製
也
事
業
法
・
背
闘
燃
刺
興
業
株
式
合
枇
法
等
に
於
付
る

株
主
範
閣
制
限
閥
係
の
規
定
の
如
き
は
、
所
謂
政
治
的
統
制
の

一
例
で
あ
る
。
友
ほ
園
情
に
よ
っ
て
は
、
従
業
努
働
者
た
る
人

の
閲
籍
又
は
所
属
黛
沃
・
思
想
傾
向
に
封
す
る
一
定
の
制
限
が

必
要
に
た
る
揚
合
も
る
ら
ろ
。
更
K
、
持
働
守
議
に
よ
る
生
産

停
滞
の
危
険
橡
防
を
目
的
に
し
て
、
街
々
の
軍
需
工
業
に
於
け

る
賃
銀
、
持
働
時
間
共
の
他
一
般
拙
労
働
関
係
を
事
業
主
の
自
由

に
任
さ
や
、
と
れ
に
針
し
強
制
規
定
を
設
定
す
る
と
い
ふ
と
と

も
生
起
可
能
で
あ
る
。
我
が
岡
家
綿
動
員
法
第
六
・
七
僚
の
如

き
は
か
か
L
る
統
制
の
翁
の
法
的
基
礎
を
準
備
し
て
ゐ
る
。

に
印
税
州
官
経
済
的
統
制
。
軍
諮
問
工
業
は
共
の
主
要
な
る
も
の
に

於
て
殆
ん

E
線
て
重
工
業
的
大
資
本
性
の
も
の
で
、

一
般
に
供

第
四
十
七
巻

五
人
八
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四
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給
漏
占
、
債
格
調
裁
の
絞
済
的
勢
力
伊
具
備
す
る
程
度
が
極
め

て
高
い
も
の
で
あ
る

U

尤
も
此
の
揚
ん
口
に
、

一
+
々
需
要
の
狽
占

が
成
立
し
て
ゐ
る
の
で
、

一
一
除
雨
者
の
聞
に
勢
力
均
衡
の
保
持

さ
れ
得
る
傾
向
が
友
い
で
は
な
い
。
し
か
し
何
分
に
も
そ
と
に

需
要
の
緊
迫
皮
が
非
常
に
激
烈
た
も
の
に
在
。
て
ゐ
る
潟
に
、

岡
山
家
が
加
に
何
等
か
此
の
附
叫
に
到
す
る
特
殊
左
権
力
的
統
制
の

成
置
を
臨
じ
て
供
給
調
占
に
仲
ひ
易
き
弊
害
刊
を
矯
正
し
以
て
財

政
上
の
粧
品
目
経
桝
的
利
益
を
防
衛
す
る
方
策
に
出
で
る
と
い
ふ

}
と
は
、
制
め
で
あ
り
得
ぺ
き
事
柄
で
め
る
。

右
に
つ
き
・
第
一
に
考
へ
ら
れ
る
こ
と
は
牧
納
債
格
の
一
方

的
公
定
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
む

し
か
し
、
岡
家
話
局
が
経
費
外

に
あ
っ
て
行
ふ
概
算
的
見
積
に
立
脚
し
て
阜
怠
る
劃
一
的
債
格

公
定
を
企
て
る
の
で
は
、
到
底
適
切
受
賞
な
る
統
制
結
呆
を
得

が
た
い
と
と
は
、
欧
洲
大
戦
中
に
も
慨
に
屡
々
経
験
さ
れ
た
と

こ
ろ
で
あ
る
。

そ
と
で
、
第
二
に
は
進
ん
で
各
筒
の
軍
需
工
揚
に
劃
し
て
麟

山
具
官
脂
よ
り
直
接
に
原
慎
監
珂
官
官
を
沃
遣
し
、
各
別
の
具
般
的

事
情
を
考
慮
に
入
れ
た
る
原
慎
段
替
を
行
ふ
方
法
が
考
へ
ら
れ



る
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
.
非
常
時
態
に
制
約
さ
れ
て
特
に
強
制

的
に
行
は
れ
る
生
産
撰
交
が
必
然
的
に
箇
々
の
経
替
の
原
慎
構

成
に
特
殊
の
影
響
を
奥
へ
る
と
い
ふ
黙
に
注
意
す
る
必
要
が
あ

る
。
た
ほ
、
原
僚
監
日
品
目
と
相
並
ん
で
、
生
産
物
品
質
に
針
し
軍

に
仕
上
後
の
製
品
検
査
の
み
で
左
〈
生
産
過
程
に
立
入
り
て
の

技
術
的
監
替
を
行
ふ
と
と
が
必
要
に
な
る
。
か
L
る
原
償
及
び

技
術
に
闘
す
る
監
督
職
能
を
捨
営
ず
る
官
吏
が
営
該
事
業
の
終

営
経
済
的
、
技
術
的
閲
聯
に
就
て
夫
々
に
専
門
的
の
素
養
、
経

A
阿
川
』
ピ
ヨ
弘
、
k

閉「

5
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V
-
2
-
4
r・
〉
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ド
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芦

1
4
v
E
H
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f

一

て
賃
設
を
期
し
維
い
の
は
い
ふ
ま
で
も
泣
い
。
我
園
の
工
場
事

業
管
理
令
第
六
傑
、
第
七
傑
は
以
上
の
如
き
軍
需
工
場
監
督
官

派
遣
に
つ
い
て
の
某
礎
的
規
定
を
奥
へ
て
ゐ
る
。

軍
需
工
業
の
民
営
的
調
占
制
よ
り
生
や
べ
き
弊
害
を
矯
正
す

る
目
的
の
第
三
の
手
段
と
し
て
、
園
家
が
軍
需
工
場
へ
の
資
本

参
加
と
い
ふ
経
営
経
済
的
機
構
に
立
脚
し
、
経
管
内
的
最
高
指

却
の
方
法
を
以
て
債
格
統
制
を
企
て
る
と
い
ふ
仕
方
が
考
へ
ら

れ
る
。
し
か
し
、
此
の
方
法
は
既
に
皐
友
る
債
格
統
制
の
目
的

を
越
え
て
踊
み
だ
し
、
緊
急
事
態
に
於
け
る
榛
力
的
工
場
牧
用

軍
需
工
業
に
謝
す
る
岡
家
統
制

の
方
法
と
隣
接
し
、
又
は
軍
需
工
場
の
一
般
的
図
皆
主
義
の
寅

践
に
一
歩
を
進
め
る
特
殊
の
意
味
を
持
っ
と
と
に
た
り
易
〈
‘

今
日
の
と
こ
ろ
、
そ
れ
は
未
だ
諸
闘
に
て
普
通
に
貴
行
さ
れ
る

や
う
に
は
な
っ
て
ゐ
た
い
。
た
官
、
今
日
悌
固
に
於
て
、
及
び

或
る
特
殊
の
範
圏
内
に
て
は
伊
太
利
に
於
て
、
右
の
軍
需
工
場

図
替
化
の
方
向
に
針
す
る
法
規
的
茶
礎
が
奥
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。

P
ム
手
A
h

、

+
J
ゎ
u

・
我
が
闘
家
線
動
員
法
第
十
一
一
一
僚
に
は
工
場
の
槙
力
的
牧

用
又
は
使
用
に
つ
い
て
規
定
ず
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

一
口
経
済
政
策
的
乃
至
枇
命
政
策
的
統
制
。
閣
防
的
軍
事
的
棟

嫁
に
立
脚
し
た
る
経
済
統
制
は
、

平
時
的
国
民
経
済
機
燐
に
封

し
て
根
本
的
編
成
替
を
窓
越
せ
や
に
は
や
ま
ぬ
。
殊
に
此
の
場

合
に
比
較
的
軍
需
充
足
と
縁
逗
き
所
謂
平
時
産
業
部
門
「
の
暦

迫
は
必
至
の
結
果
と
し
て
現
は
れ
る
。
そ
れ
に
就
き
で
は
就
中

右
に
件
ひ
首
該
部
門
に
於
け
る
小
堤
民
経
仰
の
立
場
が
困
難
化

す
る
こ
と
に
注
意
を
要
す
る
。

更
に
、
右
の
国
民
経
済
的
機
構
の
編
成
替
と
一
方
軍
需
闘
係

需
要
の
強
大
性
と
が
相
侠
っ
て
動
も
す
れ
ば
、
軍
需
部
門
諸
企

業
聞
に
飢
維
な
る
封
立
的
競
争
乃
宅
調
和
的
規
律
破
壊
の
窓
越

第
四
十
七
巻

五
八
九

第
四
競

九



臨
時
地
方
財
政
補
給
金
白
一
考
察

さ
れ
る
危
険
が
あ
る
。

そ
れ
で
、
中
小
規
模
経
営
経
済
へ
の
下
請
制
作
業
分
配
、
開

係
諸
企
業
問
の
協
調
的
組
織
化
、
企
業
の
設
立
等
に
閲
す
る
法

律
的
乃
至
行
政
的
強
制
の
庭
置
が
企
て
ら
れ
る
揚
合
も
あ
る
。

我
が
画
家
総
動
員
法
第
十
七
僚
、
第
十
八
後
、
或
は
人
遺
石

揚 j尚
は (11日)司五

軍業
敵革法
寧 l拘第
ょ がt二二
り市1] f~ 
の〕の

攻戦如
撃 l待望
殊 fC -I~ 
にが、相
占山 lて
三r':: L 閥
襲耳L

の話:伊
中工土
心易jft
的 ~y: ~ 
日中耳;
襟兵士号
と 百十倍
せ爆よ
ら ;iti Y 
;11，]: ，.: 

る
可
能
性
が
桜
め
て
大
で
あ
る
。
そ
と
で
、
軍
需
工
場
へ
の
敵

襲
殊
に
空
襲
防
衛
の
見
地
か
ら
、
闘
係
工
場
に
射
し
て
、

防
衛
の
規
定
以
外
に
更
に
巌
章
一
な
る
軍
事
閥
係
的
統
制
を
加
へ

る
必
要
が
あ
る
c

空
襲
防
衛
上
の
特
別
な
る
技
術
的
施
設
の
強

制
、
弱
震
撮
影
及
び
模
お
の
取
締
、

エ
揚
立
地
選
定
の
制
限
等

が
、
此
の
揚
合
の
統
制
と
し
て
、
願
著
た
る
例
を
成
す
の
で
あ

る。

自立
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四
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七
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